
市役所からのお知らせ

〝
い
ざ
〞
と
い
う
と
き
の
た
め
に
も

　

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の

　
　

作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
、
自
力
で
安
全
な
場
所
へ
避
難
す
る
こ
と
が
難

し
い
避
難
行
動
要
支
援
者
を
支
援
す
る
た
め
、
「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」
の
作
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
消
防
、
民
生
委
員
、
町
内
会
な
ど
の
支
援
者
に
事
前
提
供

さ
れ
、
災
害
時
の
安
否
確
認
お
よ
び
避
難
支
援
は
も
と
よ
り
、
日
頃
の
見
守
り
活
動
な
ど

に
も
活
用
さ
れ
ま
す
。

■
対
象

▼
70
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
か
た

▼
70
歳
以
上
の
か
た
の
み
で
構
成
さ
れ
る

　

世
帯
の
か
た

▼
介
護
保
険
の
要
介
護
３
以
上
の
か
た

▼
障
害
者
手
帳
（
身
体
１
・
２
級
、
愛
護

　

手
帳
Ａ
、
精
神
１
級
）
を
お
持
ち
の
か

　

た
※
身
体
は
心
臓
、
腎
臓
の
み
の
障
害
の
か

　

た
を
除
く
。

▼
右
記
以
外
で
避
難
に
支
援
が
必
要
な
か

　

た
も
希
望
に
よ
り
登
録
で
き
ま
す
。

■
登
録
方
法

　

名
簿
の
内
容
に
は
個
人
情
報
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
支
援
者
に
事
前
に
情
報
を
提

供
す
る
た
め
に
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る

か
た
（
要
支
援
者
）
の
同
意
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

３
月
中
旬
に
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

か
た
へ
登
録
申
請
書
と
外
部
提
供
同
意
書

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
上
、
同

封
の
返
信
用
封
筒
に
て
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
さ
れ
な
か
っ
た
か
た
で
、
登
録
を

　

希
望
す
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

▼
災
害
時
に
は
要
支
援
者
を
支
援
す
る
支

　

援
者
も
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

支
援
者
が
必
ず
支
援
し
て
く
れ
る
と
は

　

限
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

▼
災
害
発
生
時
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

　

場
合
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
り
同

　

意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
避
難
支
援
の

　

実
施
に
必
要
な
限
度
で
、
関
係
機
関
な

　

ど
へ
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

※
市
で
従
来
実
施
し
て
い
た
「
災
害
時
要

　

援
護
者
支
援
事
業
」
に
登
録
し
て
い
る

　

か
た
に
も
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

　

ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
福
祉
課
福
祉
係
☎
51
６
７
１
８

60
歳
未
満
で
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
る
か
た
は

  

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す

　

60
歳
未
満
で
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
る
か
た
や
、
そ
の
か
た
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
は
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
保
険
証
を
任
意
継
続
さ
れ
る
か
た
も
国

民
年
金
へ
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
51
６
７
５
３

■
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

　

会
社
な
ど
を
退
職
す
る
と
本
人
（
第
２

号
被
保
険
者
）
と
配
偶
者
（
第
３
号
被
保

険
者
）
は
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
す

る
こ
と
で
、
第
１
号
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

▼
印
鑑
▼
年
金
手
帳
▼
資
格
喪
失
証
明

　

書
な
ど

■
手
続
き
を
し
な
い
で
い
る
と

　

国
民
年
金
に
未
加
入
、
ま
た
は
加
入
し

て
い
て
も
未
納
に
し
て
い
る
と
、
老
後
に

受
け
取
る
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
減
額
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
万
一

の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

厚
生
年
金
へ
す
ぐ
に
加
入
す
る
予
定
で

も
空
白
期
間
が
１
日
で
も
あ
れ
ば
、
国
民

年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
保
険
料
の
納
付
方
法

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
郵
送
さ
れ
る
納
付
案
内
書
で
、
各
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

　

納
付
で
き
ま
す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

▼
通
帳
▼
銀
行
届
出
印
▼
ク
レ
ジ
ッ
ト

　

カ
ー
ド
な
ど

※
前
納
払
い
に
す
る
と
保
険
料
の
割
引
が

　

あ
り
ま
す
。

■
納
付
に
困
っ
た
ら

　

保
険
料
の
納
付
に
困
っ
た
と
き
は
、
免

除
制
度
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
離
職
票
を
持

参
の
上
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

免
除
が
認
め
ら
れ
る
と
、
年
金
を
受
給

す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
反
映
さ
れ
、
老

後
に
受
け
取
る
年
金
額
に
も
計
算
さ
れ
ま

す
。

５ 広報　　　　　　　　2015年（平成27年）３月号


